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発言者 発言内容  

黒岩  おはようございます。 

 それでは、厚生労働省科研費特別研究「漢方・鍼灸を

活用した日本型医療の創生のための調査研究」、きょう

はその第３回目となります。今回のテーマは、「生薬資

源の現状と課題」ということで行います。 

 まずはプレゼンテーションを４人の方にお願いいた

します。それを受けて議論しますけれども、大きな議論

の流れというものは、この生薬資源のまさに現状はどう

なっているのか、課題は何なのかということを浮き彫り

にしていただいた上で、それでは、どういうふうに我々

としては向き合っていけばいいのかという具体的な提

言に向けた議論を後半はしたいと思います。 

 それでは、まずは日本漢方生薬製剤協会生薬委員会委

員長の浅間宏志さん、お願いいたします。 

開催挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅間  日本漢方生薬製剤協会の浅間でございます。少しお時

間をいただきまして、「生薬の資源供給の現状」という

ことでお話しさせていただきます。 

 まず私ども日本漢方生薬製剤協会でございますけれ

ども、こちらにございますとおり、設立が昭和58年で、

漢方製剤、生薬製剤、それから生薬の原料関係業者、要

するに、医薬品としての漢方、生薬を扱っている会社の

業界団体でございます。目的としては、漢方製剤、生薬

製剤及び生薬の普及を図って、国民の健康に貢献すると

いうことでございまして、今現在、会員数は74社でやら

せていただいております。 

日本漢方生薬製剤協

会の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 私どもの活動は、実際に何をやっているのかというこ

とでございますが、平成19年度を初年度とする中長期事

業計画を、今現在、進めております。その中の１番の項

目に、原料生薬の品質確保と安定確保の推進ということ

でございまして、まさしくこの原料生薬の安定確保を第

１項目に掲げまして、今現在、活動を進めているという

ことでございます。 

 今、漢方、生薬という言葉が出てまいりましたけれど

も、生薬を改めてこうやって見てみますと、これは広辞

苑に出ている言葉でございますけれども、生薬というの

は、「動植物の部分・細胞内容物・分泌物・抽出物ある

いは鉱物で、そのまま薬品として用いあるいは製薬の原

料とするもの」となっております。ここにございますよ

うに、植物由来のものもございますし、鉱物由来、牛黄

（ゴオウ）のように動物由来──これは牛の胆嚢に生じ

た結石でございまして、こういったものもあるというこ

とでございます。 

 では、生薬と漢方製剤の関係でございますけれども、

今の原料生薬が破砕し、抽出、固液分離、濃縮、こうい

ったことに進みまして、製剤になっていくということで

ございます。一方、こういった生薬をそのまま調合いた

しまして、いわゆる煎じ薬として用いるものもあるとい

うことでございます。 

 これらの今現在の生産金額でございますけれども、全

体としましては、今現在、1,200億円の市場ということ

でございます。医薬品全体が約６兆円ということでござ

いまして、パーセントとしては約1.9％でございます。

医師の約８割から７割の方が漢方薬を使っている中で、

この1.9％というのは何か小さいような気がしますけれ

ども、そうすると、薬剤価格が低いのではないかという

ことも考えられるわけでございます。 

 これは漢方製剤等の生産金額の伸びでございます。こ

こで漢方製剤が薬価収載されまして、エキスの内容等に

つきまして、いわゆるマルカンに基づきまして品質が担

保されて、上昇していったわけでございますけれども、

小柴胡湯の副作用問題等で生産金額が落ちております。
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ただ、その後、微増傾向にございます。 

 生薬の４分の３は医療用漢方製剤が占めているわけ

でございますが、薬価切り下げの状況下の中でその生産

金額が伸びているということは、実は数量ベースではさ

らに伸びているということでございます。そうします

と、その原料となる生薬の使用量も当然ふえているとい

うことでございます。ここに一例を示しましたのは、甘

草（カンゾウ）と麻黄（マオウ）の2005年度から2007年

度のいわゆる漢方製剤等への使用量でございますが、こ

の３年間だけを見てもいずれも上昇しているという形

でございます。 

 これをもう少し全体で見ましたときに、これは中国か

ら日本への生薬輸出量で、中国の統計データに基づくも

のでございますが、日本向けの生薬の数量は上がってい

るという形でございます。 

 生薬の供給は海外に大きく依存しておりまして、その

主体は中国でございます。これは統計をとる数字によっ

ていろいろ変わってくるわけでございますけれども、こ

この中では、一応、日本産、国内生産は14％という形で

ございます。ただ、このあたりの数字は、我々は医薬品

ベースの中で一度きちんとしなければいけないだろう

ということでございまして、今現在、日本漢方生薬製剤

協会といたしまして、使用量等の実態調査を行いまし

て、この研究班に協力していく予定でございます。 

 先ほどの原料生薬でございますけれども、医療用漢方

製剤をいろいろ使っているわけでございますが、延べ

230種類ございます。その中の植物由来が216種類という

形でございます。 

 野性資源等が少なくなっていく中で、生薬の生産は栽

培を主体に考えていかなければならないんですけれど

も、当然、植物由来の場合の栽培におきましては、収穫・

採取までの時間が非常にかかるものが多い。ここが野菜

と大きく違う点でございます。また、その後、収穫した

後も加工等が必要ということでございます。これは芍薬

（シャクヤク）という植物の例でございますが、その年

の秋に株を植えまして、その状態で１年、２年、３年と
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たちます。４年目の秋に収穫ができる。足かけ５年ぐら

いかかるわけです。収穫した後も洗浄等を行いまして、

それから乾燥をかける。非常に手間がかかっているとい

う形でございます。 

 それから、生薬の特徴といたしまして、植物が多いと

いうことの中で、適地適作ということがございまして、

植物の生育には気候・土壌などの環境要因が大きくかか

わっている。例えば、中国の中でも、こういったいろい

ろな地域で、それぞれに出てくる生薬がある。植物が適

正に育つ地域から適正な生薬が、今現在、採取されると

いう形になっております。 

 これは日本でございます。日本の方は年々数量が減っ

ております。20年前から比べれば大きなダウンになって

おりますし、この10年間におきましても、徐々に減って

きているという形で推移しております。 

 それから、栽培されてつくられた生薬、もしくは採取

された生薬でございますけれども、医薬品原料でござい

ますので、医薬品として使用されるものにおいては、日

本薬局方などで厳格に品質規格が定められているとい

うことでございます。日本薬局方というのは、保険医療

上重要な医薬品の全面収載による充実化を進めている

中で、新規収載あるいは見直し・削除を図る中で、現在、

212品目の生薬について生薬総則と生薬試験法が適用さ

れております。主な試験項目としましては、その本質を

決める基原、形・色等を決める性状、確認試験、純度試

験──この中には重金属や残留農薬などもございます

が、乾燥原料、灰分、酸不溶性灰分、エキス含量、その

他成分のようなものをはかります。こういった厳格な規

格が定められているという形でございます。 

 生薬の価格でございますけれども、おわかりのとお

り、当然、日本産の方が海外産に比べて高い傾向が強い

ということでございます。黄連（オウレン）の場合、日

本産が１万1,000円だとするならば、中国産は3,800円と

いう形で、ほとんどのものが日本産の方が２倍以上の価

格という形でございます。中には厚朴（コウボク）のよ

うにほとんど価格差がない、むしろ日本産の方が低いも
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のもございますが、これは非常にまれな状況でございま

す。 

 それから、先ほどの中国の輸出データから導き出した

ものでございますけれども、中国産の生薬も価格が上が

ってきている。これは2002年の価格を100とした場合の

指数であらわしておりますが、2007年から2008年にかけ

て大きな伸びを示しているという形でございます。 

 現在、私ども日本漢方生薬製剤協会の各企業の中では

どういったことをしているかといいますと、栽培化を今

は各企業ごとに進めているという形でございます。この

風景は北海道の川芎（センキュウ）の栽培地でございま

す。企業と生産者の間で連携を行いまして、栽培規模、

生産方法、品質規格、このようなものをきっちり決めて、

品質、数量、価格を決めていくという形でございます。 

 中国、日本それぞれに大きな課題を持っているわけで

ございますが、いずれにしても数量に関しては中国を抜

きにしては語れないということでございます。そういっ

た中で栽培の推進を行っていくわけでございますが、や

はり種苗の確保と栽培技術の確立がベースになりまし

て、品質・数量の確保と経済性の両立に係る研究のもと

に、こういった栽培の推進が行われるべきではなかろう

かと考えております。 

 まとめでございますが、生薬資源の対象先は、国内、

国外ともに重要であり、特に中国のかかわりは大きいと

考えております。国内、国外を問わず、種苗の確保と栽

培技術の確立は必須のものでございます。特に国内にお

いては品質・数量と経済性について、農業側を含めた研

究の場が求められると考えております。これらを進める

ためには、日本の医療において漢方医学が欠かせないこ

とが広く国民の皆様に理解されているということが必

要と考えております。 

以上でございます。 
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黒岩  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、財団法人未来工学研究所主任

研究員の小野直哉さんです。テーマは、「生物多様性条

約が日本の伝統医学に与える影響」ということでありま

 

 

 

 



す。恐らくこのプレゼンテーションを聞かれたら、皆さ

ん、生物多様性条約がこんなふうにかかわっているのか

ということできっと驚かれると思います。ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

 

 

 

 

小野  御紹介いただきました未来工学研究所の小野です。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日お話しいたしますのは、「生物多様性条約が日本

の伝統医学に与える影響」ということで、主に生物多様

性条約で扱っております生物遺伝資源がまず１つです。

もう１つは、伝統的知識です。この２つが、今回お話し

する内容のキーワードになっております。それは資料の

方には書いていないかもしれませんので、ぜひメモをし

ておいていただければ幸いです。 

 では、始めさせていただきます。 

 生物多様性条約というものはどういうものか。余り耳

なれない言葉かもしれませんけれども、簡単に言います

と、生物多様性条約というのは1992年に採択されたもの

でして、それまでの野生生物を保護する条約というの

は、ラムサール条約やワシントン条約などがありました

が、それとは非常に性質が違っております。その特徴と

しましては、下の生物多様性条約の黄色い部分を見てい

ただければおわかりかと思いますけれども、非常に包括

的で、限定した種または限定した地域ということがあり

ません。全体的に包括した形での野生生物の保護を前提

としております。 

 こちらの生物多様性条約では、生物の多様性をどのよ

うにとらえているかといいますと、まず３つで、１つは、

生態系です。もう１つは、野生動植物の種。そして、そ

れが成立している、またはそれ自身が持っている遺伝子

の情報。そういうものを生物の多様性レベルとしてとら

えております。 

 そして、この条約の目的は３つあります。１つは、地

球上の多様な生物を生息環境とともに保全する。そし

て、生物資源を持続可能であるように利用する。もう１

つは、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に

分配。この利益の分配が条約の中に入っているのが、ほ

「生物多様性条約」

とは――キーワード

は「生物遺伝資源」

と「伝統的知識」 
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かの今までの条約との違いで、非常に特徴的かと思いま

す。 

 これまでに生物多様性条約に関する国際会議は９回

行われております。前回は2008年にドイツのボンで行わ

れました。これは約２年ごとに開催されている世界会議

ですが、今回はことしの10月に名古屋で、この生物多様

性条約の国際会議が行われます。 

 日本は議長国になっておりまして、どういうことが議

論されるかといいますと、まず前回の内容から見ていき

たいんですが、第９回のＣＯＰ──国際会議のことをＣ

ＯＰといいますけれども、ＣＯＰ９が、前回、ボンで行

われました。そこではいろいろなことが議論されました

が、特にこの黄色い部分を見ていただければと思うんで

すが、各国の関心が最も高かったものは、特に生物遺伝

資源へのアクセスと利益配分というところに各国の興

味が非常に集中していた。それについて今後どう国際的

な枠組みをつくっていくかということを話し合わなけ

ればいけないということになりました。その作業が実際

に行われていくのが、ことしの10月に行われます名古屋

のＣＯＰ10ということになります。 

 この生物多様性条約の中心的な問題は、こちらに示し

てあります利益配分ということになります。生物多様性

条約の条約項目の中に、利益配分という言葉が多用され

ておりまして、それに対してどのように各国で対応して

いくか、または国際的な枠組みをつくっていくかという

ことが非常に重要な部分になってきまして、それが10月

の名古屋のＣＯＰ10で、まさに各国の駆け引きと攻防が

行われるという状況になっています。 

 その名古屋のＣＯＰ10で問題になる、または予想され

る論争、論点というものはどういうことかといいます

と、まず生物遺伝資源の出所開示です。これはどういう

ものかといいますと、先ほど生薬のお話がありましたけ

れども、例えば、麻黄や甘草の資源がどこの国から来て

いるのか、またはそれが由来するのか、その出所を開示

してくださいということを、資源国、特に発展途上国、

開発途上国が中心になるんですが、そちらが求めてくる

能であるように利用

する  
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ということになります。 

 皆さんの資料には入っていないんですが、中国専利法

というのは中国の特許法ですが、そちらでもこの言葉、

資源国による遺伝資源の出所開示が明示されておりま

す。あとは、私のミスで入れ忘れたんですが、ここの部

分にインドのインド特許法というのを入れておいてい

ただけますでしょうか。インドの特許法にも、生物遺伝

資源の出所開示が明記されています。また、生物遺伝資

源だけではなくて、非常に重要なのは、もう１つ、伝統

的知識、例えば、漢方薬または鍼灸など、伝統医学を裏

打ちしている考え方、漢方薬の診断の方法、または鍼灸

でしたらツボの使い方など、診断方法、そのような漢方

薬、東洋医学、伝統医学の考え方自体を裏打ちしている

伝統的な知識自体に、資源国が出所開示を求めようとす

る動きがあります。結局、これがＣＯＰ10での争点にな

るということになります。 

 現在、国際的な枠組みをＣＯＰ10で議論するというこ

とになっておりまして、それいかんで、今後どのような

形になっていくかというのが、今後、日本の伝統医学に

かかわる方たちが対応するかということにもかかわっ

ていることだと思います。 

 現在のところ、この出所開示の問題に関しましては、

日米は反対しております。そして、資源国はもちろん賛

成です。また、ＥＵ諸国も条件つきで賛成しております。

ただ、日米は反対ですが、米国は生物多様性条約自体に

入っておりませんので、発言権がないという状況であり

ます。ですから、日本は非常に厳しい立場に立っていま

す。また、ＣＯＰ10のある10月までに、どのようにする

かという事前協議や事務レベルでのいろいろな事前の

会議がされているんですが、そこで今後どういうことが

決められていくかということが非常に重要になってい

くと思います。それ以外には、利用国と資源国の間のフ

ェアトレードの問題も議論されると思います。 

 最後に、この生物多様性条約が日本の伝統医学にどの

ような影響を与えるかということですが、まずは生物遺

伝資源ということになりますと、絶滅危惧種の生物遺伝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は非常に厳しい

立場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性条約が日

本に与える影響 

1）生薬資源の不足 



資源の輸出制限による生薬資源の不足というものが日

本では考えられます。それが第１点です。第２点としま

しては、ＣＯＰ10で争点になる先ほどの生物遺伝資源の

出所開示によって、例えば、大学または各企業で研究開

発されているものに対する知的財産への影響が出てき

ます。結局、例えば、ある有効性のある生薬のどういう

成分が有効なのかということが、研究することによって

わかったとき、それに対する特許をとろうとした場合

に、実はその資源を持ってきた国に、簡単に言うと、お

伺いを立てなければいけない。許可を得なければ、それ

は特許化してはいけないという状況になります。また、

それは生物遺伝資源だけではなくて、伝統的な知識の出

所開示も要求されてくることになる可能性があります。

それによって、また研究活動及び知的財産への影響が今

後起きてくる可能性がある。ただし、これはＣＯＰ10で、

まさに今後どのような国際的な枠組みになっていくか、

それいかんによって決まっていくことだと思います。生

物多様性条約というのは決して遠い話ではなくて、まさ

に東洋医学または日本の伝統医学に関心がある方にと

りましては非常に身近な内容ですので、ぜひ関心を持っ

ていただければと思います。 

 以上で終わります。 

2）知的財産への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  ありがとうございました。 

 まさか名古屋で開かれるＣＯＰ10がこの問題と深く

かかわっているということは、私自身も、正直、知りま

せんで、驚いた次第であります。またディスカッション

は後にしたいと思います。 

 次は、こういう現状に対して、では、日本はどうして

いけばいいのかということで、先進的にやっていらっし

ゃる方を御紹介したいと思います。シルクバイオ研究所

代表の安永大三郎さんです。「バイオからの生薬産業」

ということであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安永  ただいま紹介いただきました安永です。 

 私たちは、実は蚕を通じて地域振興、養蚕の復興を通

じて山間地の活性化、それから、蚕及びシルクを通じて

新しい産業を起こしていく、そういった活動をやってお

 

 

 

 



ります。 

 今回の主題はバイオを通じての生薬生産ということ

でございますので、我々の活動の中で「冬虫夏草サナギ

タケ」を取り上げてご説明申し上げたいと思います。 

冬虫夏草は朝鮮人参（チョウセンニンジン）と並んで、

代表的な生薬です。先般、天野先生のお話の中にござい

ましたが、中国や韓国では冬虫夏草は国家レベルの研究

がなされています。我々としてはその冬虫夏草について

事例として御紹介しながら、その他の応用を考えていき

たいと思っています。 

 まず冬虫夏草は、皆さん、初めての方がおられるかも

しれません。名前は聞いておられると思うのですが、こ

れはコウモリガという蛾の幼虫に茸の菌がくっついて、

昆虫を栄養にして育つキノコです。冬場は虫の中に菌が

すみついている。だから、冬場は虫だと。夏場になって、

キノコが発生する、芽を出し棍棒状のキノコとなるの

で、夏草という。そこで、冬虫夏草と呼んでいます。こ

れは古くから滋養強壮や病気に対して有効だというこ

とで評判でした。 

 この冬虫夏草はチベットなどの高山地区で採取され

ますが、１本採取するのに、２０cm 立法を掘り返します。

高山ですので、採取跡には草木も生えず砂漠化します。

砂漠化するということで、年々供給量が減っておりま

す。ここ20年で採取量はピークの25分の１と激減してい

ます。中国や韓国ではこの冬虫夏草を人工栽培できない

か、或いは類似したものを研究してきました。 

 現時点では冬虫夏草については、実態がまだ解明され

ておりません。したがって、人工栽培はできておりませ

ん。そこで、中国政府及び研究機関は、同じ菌類で、同

じような成長形態をとる「サナギタケ」に注目してきま

した。北冬虫夏草、或いは北虫草と呼称されているキノ

コです。 

 現在、中国の冬虫夏草は──冬虫夏草は固有名詞です

が、末端価格でキロ700万円ぐらいになっています。非

常に高騰しています。特に欧米でもこの有効性が評価さ

れ始め、注目されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬虫夏草とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

採取時の砂漠化によ

り採取量が激減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬虫夏草の価格高騰

で日・中・韓で北冬

虫夏草の栽培・研究

競争 



 北冬虫夏草の研究が進んだことで、有効成分の分析や

服用の臨床が進み、むしろサナギタケの方が優れている

という結果が報告されています。冬虫夏草を超えるサナ

ギタケということで、各国ともこれに注力しています。 

 このサナギタケの人工栽培の開発競争が中国、韓国と

日本で繰り広げられています。最初に開発に成功したの

は中国でした。そして、韓国や日本でも人工栽培に成功

しました。基本は、蚕のさなぎに冬虫夏草菌（サナギタ

ケ菌）を感染させ、キノコを収穫することです。 

幸いにして我々は非常に恵まれた状況にあります。京

都工芸繊維大学の松原藤好名誉教授の開発した無菌養

蚕技術をバックにしていることです。簡単に言えば、人

工飼料を作り、無菌化した蚕を無菌室で飼育するという

画期的なシステムです。蚕は桑の葉で育つので、年間３

～4回しか飼育できません。つまり、年間３～４回のサ

ナギタケの人工栽培です。しかし、無菌養蚕技術で一年

中蚕を飼育しており、一年中、25回でも30回でも蚕を使

いサナギタケの人工栽培ができます。 

次に、天然の桑の葉で飼育しますと、蚕は病原菌に感

染しています。この蚕のさなぎを使うとサナギタケのイ

ールドは50%以下になります。ここでも松原無菌養蚕の

蚕は強みです。germ-free life、絶対無菌ですので、感

染率は実に90％程度を実現します。ここでも抜群の効率

です。松原無菌養蚕システムという画期的なバイオシス

テムを活用すれば、品質・生産性及び生産量で圧倒的な

強みを実現します。特に、この栽培方法は自然の理法に

則って栽培することで、然理栽培法として確立しまし

た。この無菌養蚕システムの然理栽培方式を応用すれ

ば、各種のキノコ類の高品質・低コスト・大量生産が実

現します。 

 各地での無菌養蚕システム導入の話があります。地域

振興や生薬生産に関係しますので、若干付言します。い

ろいろな地域から、「蚕を飼いたい、だけど、養蚕する

だけではつまらないから、何かプラスしてほしい」助言

を求められます。養蚕の素晴らしさの根源に桑がありま

す。桑の植樹です。桑を使うと、蚕の飼料ですから消毒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無菌養蚕技術による

人工栽培 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本各地で養蚕見直

しの動き 

 

 

 

 



できません。農薬があると蚕はすぐ死にます。したがっ

て、地域全体を無農薬でやるということが必要です。ま

た、桑の木を植えることによって、桑の木は落葉樹です

から、桑の木のふもとは微生物が増え、ミネラル循環も

起き、土壌が肥沃化します。無農薬と肥沃な土壌、この

２つが大きな特徴ですので、これを生かしていくとなれ

ば、当然、生薬の栽培、あるいはハーブ類の生産に向い

ていると勧めています。同時に、落ち葉はまさにブドウ

糖にもエタノールにもなるバイオアグリ産業の原料で

す。宝の山です。各地で養蚕が起きれば、生薬生産も復

活しそうです。 

しかし、生薬生産でも問題があります。生薬の中で

我々が一番問題にしているのは、「取引」です。現地の

皆さんの声です。 

１点目は、安定生産したいが、安定生産するための流

通対策、言いかえれば円滑な取引ができるような環境を

つくってほしい。 

２点目が、品質の基準と格付です。これは必ずトラブ

るそうです。そうしたことで、今までも大変トラブって

困っていました。 

３点目が、規制の点検と整理・整備です。実は白朮（ビ

ャクジュツ）をつくった場合、それを運送する、保管す

るために乾燥しようとすると、今度は所管が厚労省の関

係で、生薬の方の乾燥・加工は規制されている、やって

はいけない。大量に生産された白朮を生産者は、乾燥保

管できませんので、破棄しなければなりません。先ほど

来取り上げられましたが、いろいろなセクションに絡む

問題ですから、そういう規制の点検と整理が必要だと思

われます。 

 それから、熊本、青森の八戸などの地域から相談に来

ていますが、その人たちと話をすると、「産地の適性、

あるいは個性化、ブランド化」といったことに悩んでい

ます。国の生物資源研究所などと有機的な連携も大事な

ことでしょう。そういったところと共同してこの問題に

取り組んでいかないとなかなかうまくいかない。 

 話は変わりますが、薬価基準も検討課題でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生薬生産の現場の声 

１）安定生産のため

の流通環境の整備 

２）品質の基準と格

付 

３）規制の点検と整

理・整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬価基準の長期的な



日本で生薬の生産が廃れた理由の１つは、薬価基準で

す。薬価基準がどんどん下がっていった。そうしたこと

で、価格となると中国にみんなシフトした。これは繊維

でも何でもそうです。 

けれども、中国の供給が数量や価格の面で厳しくなっ

て、再び日本で生産しないといけないことも危惧されま

す。中国だって人件費の安いことを喜んではいません。

繭価格、繊維価格、生薬価格など政策的に上げてくるで

しょう。現実の問題となってきています。「食料と生薬」

の将来を考えますと、価格問題のあり方も極めて大事に

なってきます。いずれにせよ長期的な展望が必要です。

こういった現場の議論を踏まえながら、我々は再び養蚕

を通じて、あるいは産地との連携を通じて、バイオ技術

による生薬づくりについて頑張っていきたいと思いま

す。 

展望が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  ありがとうございました。 

 事前に私が冬虫夏草の話に絞って変えてくださいと

言ったので、用意していただいたスライドを全面的に変

えさせてしまったので、ちょっと混乱がありまして、大

変申しわけございませんでした。 

 それでは、続きまして、経済産業省地域経済産業グル

ープ地域経済産業政策課課長補佐、杉本敬次さんです。

「植物工場の現状と可能性について」というテーマでお

話しいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本  経済産業省地域経済産業政策課で課長補佐をさせて

いただいております杉本と申します。本日はこのような

貴重な機会を与えていただきまして、どうもありがとう

ございます。 

 「植物工場の現状と可能性について」ということで、

まず経済産業省と農林水産省では一昨年からまさに連

携をしながら、農商工連携という取り組みをしておりま

す。それは農業の分野でまさに商工業の経営ノウハウや

技術力との連携を図るとともに、農業の地域資源みたい

なものも商工業に活用することによって、相乗効果で地

域活性化を図っていくような観点で農商工連携という

取り組みを行っています。 

 

 

 

 

農商工連携の取り組

み 

 

 

 

 

 

 



 例えば、具体的な部分でいえば、農商工連携促進法み

たいなものも制定しまして一昨年の７月に施行してい

ます。これは、例えば、中小企業者と農林漁業者が連携

をしながら、例えば、新商品の開発を行いますという計

画を出しまして認定された場合には、例えば、新商品の

開発の試作品の開発の補助とか、低利融資とか、場合に

よっては税的支援が受けられるというスキームです。こ

ういった代表的なツールを使いながら、農商工連携とい

う取り組みを支援しているところになっております。 

 その中で、時間が短いので割愛させていただきます

と、まず農林水産業や食品関連産業というのは地域にお

ける基幹産業でもあるので、まさにこういった農商工連

携の取り組みを積極的に行っていくことによって、何と

かその地域の活性化に結びつけていければということ

が、商工連携の意義になっております。 

 その中で、今回御説明させていただきます植物工場と

いうのは、農商工連携の中のまさに１つのシンボルとし

て、経験と勘に頼らない、サイエンスに基づく農業の実

現という観点で、植物工場についても農林水産省さんと

連携しながら積極的に支援を行っているところになっ

ております。 

 では、植物工場というのはどういうものかということ

で御説明させていただきますと、植物工場は一応２タイ

プございます。その定義は、環境や生育のモニタリング

を基礎としながら、高度な環境制御を行うことによっ

て、野菜等の植物の周年・計画生産が可能になる栽培施

設のことをいうと一応定義づけております。２タイプご

ざいまして、まずは左手にありますような、完全に人工

光を使うタイプの植物工場と、あとは、太陽光を一部利

用したり、もしくは人工光を併用するタイプの太陽光利

用型の植物工場の２タイプがございます。 

 まず、植物工場のメリットとしましては、左手の枠に

ありますとおり、天候の影響を受けませんので、一年じ

ゅう安定的に生産が可能になっております。また、普通

の露地物と違って農地で栽培する必要がございません

ので、工業団地や商店街の空き店舗など、農地以外に設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物工場とは――メ

リットは安定的な野

菜等の生産、農地以

外での栽培、狭い土

地での多段栽培によ

る生産性の向上、環

境制御による品質の

向上、無農薬による

安全・安心の提供な

ど 

 

 

 

 

 



置できる。あとは、例えば、これは完全人工光型のタイ

プになりますけれども、多段栽培が可能になりますの

で、狭い土地で何段にも重ねて作物を栽培できるという

ことで、かなり生産性の向上にも寄与します。あとは、

環境制御を行いますので、実際に形、大きさ、品質、あ

とは下から２番目にも書いていますとおり、栄養素の含

有量を高めたりすることも可能となっております。あと

は、農薬を使用しておりませんので、無農薬で栽培しま

すので、安全・安心ということで、場合によったら洗わ

なくても食べられるという感じになっております。 

 ただし、課題もございまして、実際に設置に際しての

施設のコストが高かったり、あとは、実際に蛍光灯とか、

そういうものを使うに当たっての光熱費といった部分

が高いという課題がございます。あとは、実際に栽培で

きる作物の部分で、例えば、完全人工光型でいえば、や

はり葉物系が多かったり、あとは、果物なども一部つく

れるものがあるんですけれども、水耕栽培では根菜類が

つくれないという部分がございまして、こういった品目

の拡大が課題になっております。あとは、植物工場につ

いて、消費者の方々の認知度がまだ高くない部分もあっ

て、アンケート結果などで、植物工場では遺伝子組みか

え作物をつくっているのではないかという誤った認識

などもあって、こういった消費者のイメージの向上も必

要になっています。あとは、まだまだ萌芽期でもあるの

で、栽培技術や人材育成といった部分が課題ということ

になっております。 

 実際に植物工場は、現在、一応全国に50カ所あると言

われております。 

 例えば、鉄鋼メーカーのＪＦＥのＪＦＥライフさんと

いう子会社になるんですけれども、そういったところで

は、実際に太陽光利用型で栽培しまして、その中でブラ

ンドの「エコ作」というものでブランド名をつけながら

量販店等で販売を行っています。当初はなかなか利益的

に厳しかった部分もあるようですけれども、現段階で一

応経常利益率が１割程度とか、農業における平均的な経

常利益率を上回っているような状況にもなっておりま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物工場の課題――

設置コスト、光熱費、

栽培品目の拡大、消

費者の認知度・イメ

ージ向上、栽培技術、

人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



す。 

 続きまして、こちらは福井県にありますフェアリーエ

ンジェルさんです。こちらは完全人工光型でやっており

まして、「てんしの光やさい」というブランドで、百貨

店、高級レストラン、高級スーパーなどで販売をしてお

ります。こちらも完全無農薬で、洗わないで食べられる

野菜として人気を得ております。 

 あとは、こちらは千葉県五香にあります「みらい」さ

んの場合は、前政権の麻生前総理なども視察に行かれた

ところでもあるんですが、実際に栽培しまして店舗で売

っているという形になっています。当然、流通業者にも

売っているんですけれども、こちらの場合は南極の昭和

基地にも同じようなタイプが置いてあったり、海外にも

出していたりという事例もございます。 

 こちらは事例集を出しておりますので、また御参考に

していただければと思います。 

 経済産業省と農林水産省で、昨年の１月から、植物工

場ワーキングというのを立ち上げまして、より植物工場

の普及・拡大を図っていくために検討を行いました。 

 普及拡大における課題や普及支援策の検討を行いま

した結果、支援策の概要としては、まず提言においては、

実際に植物工場ワーキングでは、植物工場は究極の施設

園芸であり、農の世界に先進的な工の技術や需要先たる

商・工が協力することで成り立つ、いわば農商工連携の

シンボルです。植物工場の普及は、経験と勘に頼らない、

サイエンスに基づく農業の普及にもつながるので、こう

いったものを促進していきましょうということで、下に

書いてあるような支援策を考えております。 

 端的に言いますと、まず①に書いているような、認知

度向上に向けた植物工場普及キャンペーンの全国展開。

これは汐留やサブウェイさんなどの店舗の中の植物工

場で栽培したりして、あわせてイベントなども行ってお

ります。植物工場の設置支援ということで、農水省さん

で、導入に際して半額補助みたいな支援を行うととも

に、あとは、３点目にありますような基盤技術の開発、

あるいは人材育成を、経済産業省と農林水産省で、特に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及拡大のための支

援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栽培周りは農林水産省、基盤技術の開発は経済産業省と

いうことで、手分けをしながらやっております。あとは、

自治体においても問題意識を持ってもらって、植物工場

の立地の推進の働きかけをしていければと考えており

ます。 

 これらで一応目標を設定しておりまして、今後３年間

で全国の植物工場を３倍増するとともに、生産コストを

３割削減という目標を設定しております。特に経済産業

省の事業においては、先ほどのような、照明技術や空調

設備みたいなコストを削減するような研究開発につい

て、一応47億円を確保しました。あとは、認知度向上の

ためのモデル設置みたいなもので３億円。あとは、農水

省さんで、実際に導入に際しての補助等によって、一応、

今後３年間で３倍増、コストを３割減という目標達成に

向かって支援を行っております。 

 こちらは割愛させていただきますけれども、実際に採

択された事業者の取り組みです。 

 今後、実際に政府でも植物工場推進フォーラムという

ことで、推進に向けてフォーラムを開催する予定になっ

ております。一応２回、２月８日と22日に開催すること

を予定しておりまして、主にはコスト削減と需要拡大と

植物工場プラントの海外輸出策という３大課題につい

て議論して、課題を検討していくことを予定しておりま

す。 

 ここら辺から少し関係が出てくるんですが、植物工場

の可能性ということで３点申し上げます。 

 まず、植物工場でつくられたものの医薬品への活用と

いう研究開発も既に行っております。産業技術総合研究

所において、インターフェロンをつくり出すために、遺

伝子組みかえのイチゴを栽培しまして、そこからインタ

ーフェロンを取り出すという研究開発を行っておりま

す。このように、今後、植物工場も高付加価値化に向け

て、今までの食の部分のみならず、医療の部分にいかに

入り込んでいけるかということが、１つの課題になって

おります。 

 続きまして、植物工場では水耕栽培のみならず土壌を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物工場で栽培され

た植物の医薬品への

活用 

 

 

 

 

 

 

 



使ったタイプの栽培も行われておりまして、こういった

中ではまさに根菜類、水耕栽培ではつくれないニンジン

やレンコンなど、根菜類みたいなものをつくれるような

形になってきておりますので、どんどんつくれる品目は

非常にふえてきております。 

 最後が、植物工場については、中東諸国では水が枯渇

するような部分があって、例えば、カタールやサウジア

ラビアでは今まで地下水を使っていたんですけれども、

その地下水が枯渇する部分がありまして、植物工場のよ

うな水の循環利用ができるようなシステムについては

非常に関心があります。つい最近、１月７日の「クロー

ズアップ現代」でも、植物工場の海外展開みたいな部分

に非常に焦点を当てて取り上げていただいております。

つい最近、三菱化学さんがまさにカタールで１件、成約

をしたような形になっていまして、こういう動きがこれ

からもどんどん出てくるのかなということを期待して

おります。 

 最後に、今回私たちも植物工場の推進をしている立場

において、植物工場の高付加価値化というか、できたも

のの高付加価値化という観点で、医療の部分に関心がご

ざいます。そういった観点で、いろいろ植物工場におい

てはまさに、今回、例えば、生薬などで自給率が日本の

場合は少ないということでいうと、土壌タイプで、路地

物でやるときに適性がないということであれば、まさに

こちらの環境制御を行うようなタイプだと、もしかする

とそういったものにより適している環境をつくり出せ

る可能性もあるかもしれない。あとは、植物工場におい

ては、路地物と違って、安定生産が可能になるという特

性もございます。そういった観点で何か連携の余地など

もあり得るかなと。あとは、実際に植物工場は、環境を

制御することによって栄養素を高めたりという可能性

を持っておりますので、そういった観点などでもいろい

ろ教えていただければと思っております。 

 今後ともいろいろ勉強させていただければと思いま

すので、引き続きよろしくお願いします。御清聴、どう

もありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物工場の活用で生

薬の自給率を上げ、

安定生産ができる可

能性も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



黒岩  ありがとうございました。 

 プレゼンテーションを聞いていて、きょうは来てよか

ったなと思われた方は随分いらっしゃるのではないか

と思います。知らない話もいっぱい出てきましたし、日

本はこうやって生き延びていけばいいのかなとか、いろ

いろなことが見えてきたような気もします。 

 皆様が御協力いただきまして、短い時間の中でプレゼ

ンテーションをしていただきましたから、たっぷり議論

したいと思います。 

 まず前半は、今の日本の生薬の現状ということをプレ

ゼンテーションしていただきました。この点について何

か御質問があれば、お受けしたいと思います。いかがで

しょうか。 

 そうしたら、私から御質問します。まず、浅間さん、

今のまま日本が手をこまぬいて傍観しているとどうな

るのかということについて、いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅間  最初からストレートな御質問で戸惑っているんです

けれども、先ほども説明しましたとおり、私ども日本漢

方生薬製剤協会の各企業ごとには、生薬原料の確保とい

うことは、各社なりには進めておりまして、今現在にお

いては供給はきちんと確保できているという形でござ

います。ただ、先ほどもお示ししましたとおり、おかげ

さまで生産数量が上がっておりまして、生薬の必要量も

上がってきているという中で、当然、全体が上がってい

く中で、日本の位置づけも上げていかないと、先ほども

自給率という話がございましたが、これすら維持できな

くなるということは事実でございますので、国内、国外、

多面的に対策を図らなければいけない。今現在、まさに

そういう状況ではないかと考えています。 

 

現在は生薬原料の供

給は確保できている

が、生薬の必要量が

高まっており、国内

外の多面的な対策が

必要 

 

 

 

 

 

黒岩  どうぞ、丹羽さん。手が挙がりました。  

丹羽  経済界から見ますと、日本の農業もどんどん衰退して

きているのは、結局、もうからないからです。政府の支

援だけでは限界がある。では、ここで生薬について、現

状、もうかっているのか、どの程度もうかっているのか、

どの程度のマーケットか。きょう聞いて、目からうろこ

みたいな話で、非常に必須のものがいっぱいあるし、恐

「生薬」はもうかる

のか 

 

 

 

 



らくもうかっていないから、今の植物工場もそうです

が、相当政府の支援も要るなと。それから、省庁間の連

携も必要だなと。いろいろな課題があると思うんです

が、現状認識として、どれぐらいの世界的な市場であっ

て、日本の市場はどのぐらいの金額で、一体もうかって

いるのか。もしもうかっていないとすると、もうかるよ

うにしないと衰退していくと思うんですね。だから、ど

こに原因があってもうかっていないのか。薬価問題なの

か、規制が厳し過ぎるのか、その辺は、正確でなくてい

いのですが、大体のところをお教えいただければと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩 これはどなたがお答えいただけますか。合田さん？ 

では、お願いします。 

 

 

合田  先ほどの浅間さんの最初の方のスライドにもありま

したが、生薬・漢方全体で今は、一般薬はちょっとふえ

ているので、1,200億円ぐらいですから、それほど大き

なマーケットではありません。それから、医薬品が6.5

兆円ぐらいです。医薬品の全体的な数字というのは、今

は常にそれを大きくするなという規制がかかっていま

すから、医薬品全体のマーケットとしてもひどく大きく

なるということはない。特別なことがあればまた別です

けれども、逆に言うと、経済の原則とは別なところで安

全や医療ということはやっていますから、政府の方針と

してはそういう動きがあるだろうとは思います。 

 マーケット的なことをいうと、医薬品としてこういう

ものを見ていくのか、食品として見ていくのか、健康食

品のフィールドまで見ていくのかというので、大分マー

ケットの規模が違うと思います。天然物として、いわゆ

る健康食品のフィールドまで含めてしまうと、一説によ

ると２兆円ぐらいの規模があると言う人もいます。確か

にすべての健康食品の分も含めればそのぐらいになる

だろうと思います。ただ、それはあくまでも食品ですか

ら、効能・効果を言わない部分で仕事をされる部分だと

いうことです。 

 それから、特定保健食品の市場が、多分、僕の記憶で

医薬品のマーケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は、１兆円はないですけれども、6,000億円ぐらいある

でしょうか、そのぐらいの規模だと思います。ですから、

その中でやるのだろうと。そういう意味でいうと、生薬

というのは、その規模から比べると、ずっと小さい。20

分の１ぐらいの規模のところで、具体的な経済活動が行

われていると理解しています。 

 

 

 

 

 

 

丹羽  生薬をやっている人はもうかるのですか。  

合田  浅間さん。  

浅間  今、丹羽先生に御心配いただきましたとおり、生薬に

限って言わせていただきますと、先ほどの煎じ薬の方で

すが、状況としては非常に厳しいと思っております。私

は業界の中で保険にかかわる仕事もしておりまして、ち

ょっと古いんですが、５年前に各社の意見を確認してみ

ましたところ、全体で200品目ぐらいある薬価収載生薬

の品目の中で、100品目近くが、各社、経営的には既に

厳しいという状況の回答をいただいております。ただ、

薬価につきましては、今年度、改定の年でございまして、

これから内示、告示と進んでいく中で、今現在、非常に

微妙な時期ではございますので、我々としても期待を持

って見守っているという状況でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺  丹羽会長は恐らく、これは商売にならないなと思われ

たと思うのですけれども、実は対象を日本の薬とする

か、世界規模で考えるかという視点でも変わると思うん

ですね。世界じゅうで見ると、今ヨーロッパとアメリカ

の生薬の需要が物すごい勢いで伸びています。中国から

見ても、香港経由で欧米に流れる生薬が非常に伸びてい

るので、世界じゅうの生薬産業は10兆円と以前は言われ

ていましたが、恐らく今は10兆円どころではない、非常

な伸びになっていると思います。 

 日本の生薬の産業は、ある意味では日本ブランドとし

て、例えば、植物工場とか、そういったものでは、安全

なものが、中国が悪いというわけではないですが、中国

のものはいろいろ問題が起こる場合があるので、日本ブ

ランドとして世界に向けて商売をするということにお

いては、非常に金になるというふうにぜひ御理解いただ

ければと思います。 

世界規模で見れば生

薬産業は非常に伸び

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



丹羽  産業というのは、もうかるようにしないと、成長も発

展もしないんですね。もうからないと、日本の農業みた

いにどんどん政府の補助だけになってしまって、これで

は成長がないんですね。人間に必須で、生きる上にとっ

て健康上も必要な生薬の資源なので、これをどのように

したら参加する人がもうけられる、やりがいがあるよう

にしていけるかということが非常に重要なんですね。も

しもうからないとしたら、どこに問題があるかというこ

とを、こういう場で解明して、政府に対して規制の撤廃

などいろいろなことを要望していかないといけないと

いうことでね。今の経済界がもうけるということではな

くて、どうやったらみんなが参加する意欲を持てるよう

にできるか、あるいは、やっている人がやりがいがある

ようにできるかということを考えないと、結局、幾ら体

にいいものといっても、衰退していくと思うんですね。

そこのところが少しデータ的にあればなと思ったんで

す。 

産業はもうからなけ

れば成長も発展もな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  まさにそのとおりです。 

 合田さん、どうぞ。 

 

合田  今、もうかることがインセンティブで、いろいろな産

業が発展する１つのキーポイント、キーワードだと言わ

れたと思うんですが、実は日本の生薬の栽培そのもの

は、逆に言うと、もうからないけれども、昔からやって

いて、それを維持することが、自分自身の生涯のシステ

ム、生活の中で健康を維持するようなことも含めながら

やっていらっしゃる方が結構多いんですね。そういう方

に対して、何が一番これをやり続けられますかという話

をしますと、１つは、そこそこの利益は要るけれども、

ある程度、やっていることが意義があることだというこ

とをぜひ認めてほしいという意見が多いわけです。生薬

というのは、こういう栽培などについては、具体的にひ

どく大もうけをする商売では多分ないと思うんですね。

ただ、一定の利益が常にあって、そういうものに対して、

何らか自分がいろいろな医療に貢献しているとか、苗を

維持することによって国の安全保障にある意味ではす

ごく意義深いことをしているとか、そういうシステムが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



多分必要なんだと思います。そういうシステムが現在の

日本ではやや弱いというか、そういうことがされていな

いというのが事実だと思います。ですから、僕は、単純

に経済の原則だけでは、これは話はいかないのだろうと

思います。 

 

 

 

 

 

黒岩  私の認識では、社会的意義ということは大事なことだ

けれども、丹羽会長がおっしゃったように、ビジネスと

して成立しないと、それは社会意義だけで支え続けると

いうのは、しょせん無理があると思うんですね。今、こ

ういうふうに漢方ということに対して目が向いてきた

ときに、日本ではコストが高いから中国の生薬を輸入し

た方が安いということだけでいってしまうと、今度はそ

れを中国が戦略商品として使おうとしているわけです。

そうすると、日本が生薬を使いたいと思ったときに、実

は全部使えなくなって、中国への依存度がどんどん高ま

ってくる。そういったときに、では、どうするか。そう

いうベースの中で、今この会が実は開かれていると私は

思っています。 

 その中で、きょう出てきた議論というのは、実は何を

意味するかというと、今の現状でいくと、きっと余りも

うからない商売だろう。しかし、発想を転換して、世界

全体を見たときに、これから生薬が世界的に注目される

戦略的な商品になり得るというところが見えているの

ではないか。そうしたら、そのときにはどんな手を打っ

ていけばいいのかといったら、この議論の出口にあるも

のは、輸出戦略商品としての生薬、日本発の漢方・生薬

といったものになっていけば、相手は国際的なマーケッ

トですから、それはまさにもうかる産業になるのではな

いかということを私は考えています。 

 そういう中で、小野さんが提起されたＣＯＰ10との絡

みということで、つまり、権利関係をしっかり押さえて

おかないと、まさに漢方・生薬でＣＯＰ10の中で伝統的

知識と知的資産ということまで抑え込まれようとして

いるという現実を全く知らなかったんですが、こういう

ところをしっかり今押さえておかないと、気がついてみ

たら、日本は戦略的商品としての使いようもなくなって

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しまうと考えてよろしいんでしょうか。  

小野  そのとおりだと思います。例えば、先ほども言いまし

たように、生物遺伝資源と伝統的知識、この２つがキー

ワードですが、この２つは実はカードの裏表でして、有

効な生物遺伝資源があったとした場合、その運用は実は

伝統的な知識に裏打ちされているということで、そこか

ら、例えば、創薬や探索的なものでリード化合物を出し

てくるとか、そういうのも、結局、きっかけはそこなん

ですね。ですから、伝統的知識が今まで余り顧みられて

いなかったのですが、資源国または開発途上国はそれに

対する権利を、最近、非常に主張してきている。そこに

対する日本の考え方は非常に疎いんですね。そこまでち

ゃんと認識していないというのが日本の現状で、これは

ある意味では危機だと思います。 

生物遺伝資源は伝統

的知識に裏打ちされ

ている 

 

 

 

 

 

 

 

日本の認識は非常に

疎い 

 

黒岩  その伝統的な知識、知的財産を守らなければ、それを

しっかり囲い込まなければどうなるのかということで、

具体的に言っていただけますか。例えば、冬虫夏草とい

うものがありますが、これは滋養強壮によく効くという

ことがあって、しかし、それをそういうふうに生薬とし

て使うということは、まさに知的財産になるわけです

ね。その権利を日本が押さえておかないとどうなるんで

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野  例えば、生薬の輸入とか、そういうマテリアル的な問

題もあるんですが、それは余り大きな問題ではなくて、

表面的な問題かと考えています。それよりも怖いのは、

知的財産のパテント化とか、そちらの方が怖い話です。 

 例えば、冬虫夏草というのはもともとは中国の伝統医

学で使われていたりするものですが、結局、オリジナリ

ティーはどこにあるのかと聞かれたときに、それは中国

にある。中国に冬虫夏草の所在がある。そうした場合、

冬虫夏草から何か有効的な成分が見つかって、それで特

許化しようということになった場合に、中国からその特

許化するものの本体、例えば、それは何から知見を得た

のかとか、結局、何を題材にしてそれを開発したのかと

いうことの出所の開示を求められるわけです。そうした

場合、その出所の開示をしなかった場合は、それに対す

怖いのは知的財産の

パテント化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



る特許は認められないのではないかということを、資源

国は主張している。また、出所の開示をした場合には、

それ相応の利益配分を我々によこせということを言っ

てくるということです。 

 

 

 

 

黒岩  何かここで。では、丹羽さん、どうぞ。  

丹羽  資源国の意見というのは、例えば、レアメタル（希少

金属）で非常に限れた国しか生産していない、それをベ

ースにしてパテント、特許をとった場合、レアメタルの

生産国に払いなさいというようなことで、要するに、技

術や研究開発はそれに使った原材料を産出していると

ころにも利益配分しろということですね。そうなると、

これをもし生物多様性問題で認めれば、今申し上げたレ

アメタルは自動車から家電から何から全部に入ってい

ますが、これの産出国にも利益配分しろということにな

るわけです。そうすると、世界じゅう大混乱になって、

資源国がすべての利益の何％かを資源の売買をする以

上に持つということになるわけです。だから、これは絶

対に認めてはいけないですね。ところが、アメリカと日

本だけだというのは多勢に無勢で、国連の中でもっと多

数の消費国も入れてこの問題を広げていかないと、それ

をやられてしまったら、次から次に資源国が同じベース

で要求してくると思うんですね。小野さん、頑張ってく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野  １つ、ここで問題なのは、生物多様性条約と、例えば、

工業的な資源の違いというものは──実は工業的な資

源はかかわってくるんですけれども、結局、環境保護な

んですね。持続的な生物多様性の維持と保護というもの

がありますので。結局、ＥＵ諸国等が条件つきで出所開

示に対して賛同しているというところは、環境問題をど

う維持していくかということです。欧米諸国、特にヨー

ロッパは、例えば、ＣＯ２の排出権とか、そういうもの

をマーケットにしていきたい、それで成長して利益を得

たいというものもありますので、そういう思惑など、い

ろいろ非常に複雑な要素が絡んでいます。そういうこと

がありまして、例えば、日本とアメリカだけだと。ただ

し、アメリカは実は非常に戦略的で、こういうものに入

生物多様性条約の目

的は環境保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



っていない。ですから、実は批准しなくていいという状

況です。 

 ですから、実は生物多様性条約だけを見てもだめで、

いろいろな国際機関に、例えば、先ほどの伝統的な知識

はいろいろなところで議論されています。例えば、文化

的な側面ですとＵＮＥＳＣＯですし、あとは、ＷＨＯで

も伝統医学の部分は議論されております。いろいろな国

際機関で多面的に議論されている。それをいかに有機的

に統合して考えられるか、そして、そこから日本として

戦略を立てていけるかということが実は重要で、それが

今のところほとんどされていないという現状です。 

 

 

伝統的知識は様々な

国際機関で多面的に

議論されている。そ

れらを有機的に統合

して考え、日本とし

ての戦略を立てる必

要がある 

 

 

黒岩  日本の政府はどこが担当なんですか。杉本さん、どこ

が担当しているんですか。そういうことはちゃんと主張

しているんでしょうか。 

 

 

 

杉本  そうですね。済みません。そういう部分でいうと、ど

こになるんですかね。経済産業省……。パテントの部分

はそうですけれども、特許庁とかですか。 

 

 

 

小野  かかわってくる省庁というのは、非常に多様な省庁と

いうか、非常に横断的にかかわってきていまして、１つ

は外務省、経済産業省、医薬品のことになりますと厚生

労働省、文化等になってきますと文部科学省、あとは農

林水産省ももちろんかかわってきます。もちろん特許の

ことになりますと特許庁も入ってきます。ただ、生物多

様性条約にはそれぞれの省庁の方も参加はされていま

す。担当者の方たちで話し合いもされているとは思うん

ですけれども、例えば、生物多様性条約だけではなくて、

それ以外の国際機関での議論も含めた上でどう対応を

立てていくかという議論自体はまだなかなかされない

状況だと思うんですね。 

様々な省庁が横断的

に関わっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本  一応、一番密接というか、経済産業省もＣＯＰとか、

環境関連とか、まさに通商政策にかかわっている部分で

の横ぐしみたいな部分でも関与してくると思うんです

が、縦というか、そこで一番密なところはどこら辺の省

庁ですかね。 

 

 

 

 

 

小野  あとは、環境省にＣＯＰ10等にかかわるような対応を

している部署があるみたいですし、あとは、生物多様性

 

 



条約の日本の事務局的なところもあるみたいです。  

杉本  それは環境省に？  

小野  はい。環境省です。  

木内  １つ、いいですか。  

黒岩  どうぞ。木内さん、どうぞ。  

木内  ＣＯＰ10に関しては、経産省からバイオインダストリ

ー協会に、全面的におろすみたいな形で、そこがＣＯＰ

10の準備事務局をやっているはずです。そこには環境

省、農水、厚労などの担当の方も来て関与されています。 

 

 

 

 

黒岩  きょう小野さんが提示されたような問題意識という

のは、日本の政府は持っているんでしょうか。 

 

木内  その準備会議に私も数回出ているんですけれども、ま

さにその辺の問題意識を持って、どうしようというのを

対応しています。 

 

 

 

黒岩  実は国際的な問題ということは、実は次回のテーマだ

ったんですね。次回はＩＳＯなどの絡みで、これに向か

って韓国、中国等々も非常な勢いで漢方に対しての権利

をとろうとしてきますから、この問題と含めて、また次

回、改めて議論したいと思います。 

 そういう現状に向けてどう対応するかという中で、き

ょうは非常に具体的で、非常に有意義が提言がありまし

た。バイオを使った新しい生薬のつくり方や、植物工場

という話もありました。このあたり、先ほどの丹羽さん

のお話をそのまま繰り返して聞かなければいけないな

と思うんですけれども、そのコストという面ですね。杉

本さん、植物工場は、コストは高くなると、このあたり

はどうしますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本  まさしくコストというのが１つの課題でもあり、今

度、フォーラム等々でも検討を引き続き重ねていくんで

すけれども、今回、直近の部分でいうと、まさに今年度

の補正予算のところで、コスト低減に資するような研究

開発の支援を行ったりしております。あとは、今回、実

際の部分でいうと、当然、政府の取り組みと、あとは、

まさに植物工場がより広がっていくことによって、規模

の経済というか、今回、政府の目標としては50カ所から

一応150カ所という目標を立てています。ただ、これが

植物工場はコストが

課題 

 

 

 

 

 

 

 



実際にそれがまさにビジネスベースで成り立っていく

かというのは、植物工場産の野菜の需要が立ち上がって

いくかというところにかかっていまして、まだまだ需要

の立ち上げが完全に機能していない部分もあるので、よ

り需要が本格的に立ち上がるような形でいろいろな普

及啓発等々も行っていくことによって、まさにいろいろ

な参入者によって参加者がふえていくことでのコスト

低減と、その両面で何とか植物工場のコスト低減を図っ

ていければなと考えております。 

 あとは、海外展開みたいなものも、１つの産業政策と

して、実際に中東諸国の関心は高まってきておりますの

で、そういったところの需要も立ち上がってくれば、ま

さに植物工場自体の数がふえてくることによる規模の

メリットも出てくるかと思いますので、そういったとこ

ろを民間事業者さんと、いろいろ知見もいただきなが

ら、政府も一緒に汗をかきながら、何とか展開していけ

ればと思います。 

 ただ、そういった中で、まさに品目というのは、今、

食のところになるべく重点を置いている部分もありま

すので、医療や医薬という部分が高付加価値化で、より

ビジネスベースで成り立つことを促していくような方

向になるのであれば、そういったところも模索していけ

ればなと考えております。 

 

 

植物工場産野菜の需

要の高まりがカギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  この点について質問なり御意見なりある方はいらっ

しゃいますか。 

 どうぞ。 

 

 

 

阿川  先ほど採算の問題もあったんですけれども、こういう

植物工場を使って野菜をつくるということは、むしろ

我々企業からした場合には、より採算性や流通の問題な

ど、かえって難しい問題があって、そういうものから比

べると、恐らく漢方の原料といいますか、それも含めた

いわゆる薬の原料をつくっていくというものは、現状の

生産というのは非常に厳しいかもしれないんですが、野

菜で考えていくよりも、植物工場でその辺はかえって企

業にとっては検討の余地がむしろ十分あるのではない

のかなと思います。 

企業側から見ると、

植物工場では野菜よ

り漢方生薬の栽培に

検討の余地がある 

 

 

 

 

 

 



 それと、もう１点、先ほど出ている生物多様性の問題

というのも、これは、恐らく本来の趣旨からいうと、天

然資源といいますか、漢方の場合でいうと野性とか自生

しているものを使ったもの、そういう天然資源の保護と

いう観点では、まさに趣旨のとおりだとは思うんです

が、今のように栽培、それも植物工場のようなもので栽

培できるようなものになれば、そういう生物多様性云々

という問題自体も関係なくなってくるのではないかと

いう気がするんですけれども、その辺は？ 

 意見と質問みたいな感じになりましたけれども。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩 丹羽さん、どうぞ。  

丹羽 今おっしゃるとおりで、要するに、天然の水と光を相手

にする普通の一般的な野菜が採算に合うようになるか

どうか、それから、天然でつくる土壌をベースとした伝

統的な農業と競争が可能であるかどうかというのは、極

めてクエスチョンマークがつくんですね。植物工場はも

う10年か20年ぐらいやっていますが、なかなか採算は合

わないんです。 

 今おっしゃるように、水も光も非常に乏しい特殊な地

域、こういうところで植物工場がどんどん発展していく

というのは大いにあり得るだろう。特に日本のような場

合は、今おっしゃるような生薬の資源確保、安定資源確

保のために、経産省にお願いしたいのは、厚労省と組ん

で、特別の予算を組んで、そこに集中した方がいい。集

中というか、それは恐らく10年ぐらいかかるかもしれな

くて、非常に難しいかもしれないけれども、そういうこ

とをしないと世界の自然だけを相手にした生薬資源の

確保は非常に難しくなってくると思うので、こういう植

物工場的なものは、むしろ医薬や生薬資源などの安定確

保ということを、日本も将来を見た場合に、国の税金で

少し補助金を出しながら研究チームをつくっておやり

になるというのは、この部分は、黒岩さんのところで政

府に提言してもいいのではないかと思うんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

植物工場は生薬の安

定的な資源確保のた

めに取り組むべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  まさに物は考えようというか、食材をつくっているん

だと思うと農業だと。でも、製薬工場だと考えれば、逆

に安いかもしれないということにもなりかねませんね。 

 

 

 



 木内さん、どうぞ。  

木内  今、資源確保、生物多様性条約、植物工場といろいろ

出ているんですが、それにいろいろな意味で関係してく

ると思われるのは、まず、１つ、生物多様性条約との絡

みもあるんですけれども、生薬を栽培するにしても、そ

のもとになる種苗を国内できちっと確保しておく必要

がある。伝統的に随分いろいろな生薬が国内栽培されて

きていますけれども、それがどんどん減ってきてしまっ

て、薬として栽培されてきた薬草の種苗自体が失われつ

つあるという現状がございます。ですから、できれば国

として（現在でも医薬基盤研究所の薬用植物資源研究セ

ンターで保存に向けた取り組みがなされていますが）、

それをきちっと確保していく。それがまず１つ非常に重

要なことだろうと思うんですね。 

 それから、栽培についても、浅間さんは企業で取り組

みがあるという話をしていらっしゃいましたけれども、

そういうところで栽培技術の研究までできる企業は、か

なり限られたものだと思うんですね。ですから、そうい

った面でも国としての支援は必要だろうとは思います。 

 それと、栽培化、特に植物工場ですけれども、植物工

場については、農商工連携というお話がございましたけ

れども、薬ですので、そこには薬としての規格を満たさ

なければいけないという側面がございます。ですから、

生薬の生産に関しては、厚労、農水、経産、そういった

ところが連携してやっていかなければいけない。 

 あとは、今まで使ってきた生薬の品質と、そうやって

栽培、あるいは植物工場でつくったものの同等性をどう

考えていくかという品質評価の問題が、非常に重要だと

思うんです。これを誤ると、結局、有効だったはずの漢

方生薬が、もしかすると有効でなくなるかもしれない。

前回、私が申し上げましたように、天然物ですから、非

常に成分のバラエティーといいますか、変化が大きいと

いうところで、そこは非常に注意をしなければいけない

と思います。 

国内の生薬資源確保

において重要な点 

1）国内での生薬の種

苗の確保 

2）企業への国の支援 

3）厚労省、農水省、

経産省など省庁の連

携 

4）品質評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  まさに農林水産省と経済産業省が一緒にやっていら

っしゃるというのは非常にすばらしい試みだと思った

 

 



んですけれども、厚労省が入っていないというところが

気になったところであります。 

 きょうは農林水産省からも仲家修一さんに来ていた

だいています。農村振興局都市農村交流課長でいらっし

ゃいます。では、仲家さん、一言お願いします。 

 

 

 

 

 

仲家  農水省の仲家でございます。 

 今お話の中で、植物工場のお話がありましたが、まず

農業の問題とこういう問題を一緒に考えると、先ほどの

ような土地利用型で、大規模な土地や水がある、そうい

うところでしっかり食料の確保、自給率の確保をやって

いく。今これだけ農業が厳しくて、高齢化で、山は荒れ

て、田んぼは荒れて、耕作放棄地は今40万 ha で、全国

の荒れている耕作放棄地を集めると埼玉県の面積と同

じくらい、使われていない農地があるわけです。それに

よって国土保全や、いろいろな自然環境、生態系に悪影

響を及ぼしている。そういう中で、農水省とすると、自

給率の問題と国土保全ということを合わせてしっかり

一定のところで農業が継続できるように農業政策をや

るというのが、まず１つあると思うんですね。そこは低

コスト化、大規模化、そして生産が継続できるような、

例えば、新政権の目玉政策である戸別所得補償などいろ

いろな仕組みをつくっていくということで、今やってお

ります。 

 一方で、きょうのテーマのようなものについては、農

業だけで地域の農家が生きていけるかというと、兼業で

すから、なかなかできません。そうなると、そういうと

ころがどう生き残るかということになると、今、６次産

業化──これは農商工連携と絡むんですが、生産、加工、

流通、そして販売を一緒になって地域で所得が得られる

ようなことを、まさに小規模ビジネス、コミュニティー

ビジネス、アグリビジネスをしっかりやっていく。その

場合は、大量のものを大量消費して安くするというもの

とは別に、少品種でも高付加価値のものをつくってい

く。そういうときに、生薬の先ほどのようなもの、それ

から植物工場は、まさに栽培の過程で非常に営農管理、

栽培の管理、農薬の管理、土壌の残留農薬の問題、そう

 

まずは自給率問題と

国土保全を並行した

農業政策を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業の生き残りのた

めの６次産業化――

少品種でも高付加価

値のものを栽培する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いうものについて非常に厳密な管理が求められるよう

なもので、それは量がそんなに多くないけれども、高品

質なもので、そういうトレーサビリティーを含めて、し

っかりした栽培履歴がものが求められるものについて

は、そういうことが管理できる植物工場とか、そういう

ところでやっていくというのは、１つの方向であるし、

我々も各省と一緒になって、先ほどのような農商工連携

もそうですけれども、６次産業化をやっていく。 

 要は、いろいろな政策の方向性をしっかりと切り分け

をして、このパーツの政策についてはこういう方向で、

植物工場を全国にどんどんつくるというわけではなく、

植物工場をつくるべき対象の品目はこれで、それはこう

いうエリアでやるべきだろう。それから、その他の地域

では食料の生産確保の観点からしっかりやっていく。そ

ういうことをしっかり切り分けした政策展開をしない

と、農業や食料、例えば、生薬も農業生産物だからとい

うふうに一緒に議論してしまうと、先ほどのように、当

然、それぞれによっての違いというはありますから、そ

こはしっかり分けて政策展開はすることが必要ではな

いか。 

 これは民間の力が非常に重要で、先ほどお話があった

けれども、常に政府が政策支援を続けながら回っていく

ような産業ではやはりだめであって、初期の投資なり初

期の立ち上げの部分は政策支援、それもお金だけではな

くて、規制の緩和なり、いろいろな制度の部分で、いろ

いろなところを支援するなり、変えていくということを

これからやっていかなければいけないかなと思ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府と民間が協力し

て支援する必要 

 

 

 

 

 

 

黒岩  いかがでしょうか。 

 では、合田さん、どうぞ。 

 

合田  まず最初に、渡辺先生が言われて、丹羽先生も言われ

た話で、どういう具合にこの分野を発展させていくかと

いうところで、輸出というお話がございましたね。それ

とも関連しますけれども、生薬そのものの品質保証をど

うするかということが常に影響します。それは、海外で

も、これは医薬品だから、医薬品というのは必ず、すべ

生薬の品質保証その

もののシステムづく

りが必要 

 

 

 



ての商品の中で多分一番厳しくレギュレーションがか

かってくる。そのレギュレーションというのは、最後は

どういう品質保証をするかです。ですから、そのことに

ついて常に研究が進んでいかないと、植物工場でつくろ

うと、何でつくろうと、先に進まないだろうと思うんで

すね。今、仲家さんが言われた部分でも、最後に自立し

ていくという形でいこうとしても、結局、品質保証その

もののシステムをつくっていないと、多分自立していか

ないんだろうと思うんですね。 

 だから、先は必ず開けていく方向ではあるけれども、

木内先生も言われましたけれども、常に品質保証という

部分をずっと横目でにらみながらやらないといけなく

て、この点で、普通の経済の活動とは違う形で進むのだ

ろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  渡辺さん。  

渡辺  仲家さんがおっしゃったとおりだと思うんですね。ど

ういうものを植物工場でやるか。例えば、紫蘇（シソ）

という植物があります。これを日本に持ってきて、普通

のシソと違って薬用のシソですけれども、台風が来て全

滅したことがあるんです。そのシソが入荷されないこと

が２年ぐらい続きまして、我々医療者は非常に困ったと

いう経験がございます。こういった一年物で、葉物とい

うのは、まさに植物工場が適しているのかなと。逆に、

芍薬とか、長年、４年とかかかるもの──朝鮮人参もそ

うですけれども、朝鮮人参に関しては、今、タンク培養

が可能です。それを植物といっていいかどうかというの

は後で議論になると思うんですけれども、そういったよ

うに、物によって場所をかえる。例えば、黄連（オウレ

ン）や黄芩（オウゴン）のように、荒れた林の中でも育

つ、そんなに手間をかけずに育つというものもございま

す。 

 ですから、どういう生薬はどういうところで育てるべ

きかというグランドデザイン──品質の保証に関する

ことになると厚労省ですけれども、こういった生薬のグ

ランドデザインを書けるところがどこもないというの

が、いつも路頭に迷っている現状かなと思います。 

どういう生薬をどう

いう場所で育てるか

というグランドデザ

インが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



黒岩  そういう組織をつくらなければだめだ、枠組みをつく

らなければだめだというのは、浮かび上がってきた提言

の内容のような感じがします。 

 この中には研究協力者として、何とＪＴ（日本たばこ

産業）の涌井会長に来ていただいております。たばこの

先にこういうものも視野に入れていらっしゃるのかど

うか、そのあたりも含めてぜひお伺いしたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

涌井  その前に、私はこの世界は全く素人で、渡辺先生に強

引にここに入れられたわけですけれども、要するに、基

本論として、うちも実は薬を開発しています。これは加

工物をやっていますから、残念ながら漢方の世界はだれ

も専門家がいないし、うちからは参加できないんですけ

れども。 

 基本的に、ビジネスとして成り立っていかなかった

ら、その産業はだめになってしまいます。先ほど丹羽さ

んの言ったとおりです。ただ、難しいのは、薬の世界と

いうのは、自由市場ではないんですね。要するに、価格

については、少なくとも健康保険の対象になるものは価

格が国によって固定価格になってしまっている。他方、

医薬として認可をされるためには厳しいレギュレーシ

ョンがあるものですから、市場といっても一部だけなん

ですね。だから、それが普通の製品とは基本的に違うと

いうことを、我々はまず念頭に置いておかなくてはいけ

ない。 

 ということで、本題に入る前に質問ですが、まず日本

の1,200億円の市場の中で、診療報酬の対象になってい

るのはどのくらいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

医薬品の市場は限ら

れている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅間  先ほどのスライドの中にあったんですけれども、４分

の３近くがいろいろな漢方エキス製剤でございます。で

すので、800億円程度です。 

 

 

 

涌井  800億円が診療報酬の対象ですね。  

浅間  はい。  

涌井  残りが、要するに、自由市場で売れるということです

ね。 

 

 

浅間  はい。もうちょっと上かも……。900億円ぐらい。  



涌井  大ざっぱで大丈夫です。 

 それから、先ほど世界市場でいうと２兆円と言われま

したっけ。 

 

 

 

渡辺  10兆円。  

涌井  10兆円と言われましたっけ。そうすると、それは、例

えば、アメリカのＦＤＡなんてすごく薬に厳しいです

ね。それを全部パスした形で売られているんですか。 

 

 

 

渡辺  いちょう葉エキスは一応ドイツでは医薬品です。世界

市場としては800億円売れていました。今はどうか、わ

かりませんけれども、１品目だけで800億円ということ

なので。アメリカでは、医薬品ではなくて、サプリメン

トとして売れているんですね。 

 

 

 

 

 

涌井  なるほど。そういう意味では、日本の市場は非常に小

さいですね。他方、きょうはいろいろな案が出ていまし

たが、先ほど農水省の方が言われたように、実は日本の

中では無耕作農地はどんどんふえていって、農水省も困

っているわけですね。 

 ただ、それがあるから、あれは国がお金を出してやっ

たらいいのではないかとか、そういうのは基本的に産業

としてはだめだと思うんです。要するに、国が金を出す

としたら、国家として、そういう漢方薬を開発すること、

研究開発とか、そういうものは間違いなく国が出す価値

はあると思うんですけれども、価格競争力がないからお

金を出してやったらいいというのは、基本的に間違って

いると思うんですね。だから、植物工場にしても、創成

期は奨励するためにやったらいいけれども、産業として

は永久に補助金は出せっこないですから。そういうこと

を基本的に置いておいて、他方、日本の漢方薬、生薬を

発展させるにはどうしたらいいかという角度から作戦

を考えなくてはいけない。 

 それと、先ほど言われたように、日本として、国とし

て、厚労省さんなりなんなりに何をやってもらうかとい

うことは、多分、国の仕事かな、国が金を出してもいい

のではないかなと。 

 それから、先ほどもう１つあったように、世界の市場

というのは実は大きい。外に出ていくためには、これも、

 

 

 

 

 

国の補助金をあてに

せず漢方薬・生薬を

発展させるための戦

略を考えるべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要するに、１つの国の戦略になるわけですから、そうい

う角度からの攻め方もある。 

 ただひたすらに国からお金を出してもらうというだ

けではなくて、もうちょっと作戦を考えて検討していっ

たらいいのではないかというのが、私のあれです。 

 それから、実はうちはたばこをやっていますから、全

国で葉たばこの生産をやっています。ただ、葉たばこの

生産といっても、農家がやっているのであって、うちは

農家と契約してそれを買い取るということです。ただ

し、もちろん葉たばこの研究開発はうちで開発して、そ

れを農家にやってもらっているということです。 

 一方で、日本のたばこの消費量は間違いなく減ってい

きますから、減反をずっとしているんですね。他方、た

ばこというのは、地域によっては、例えば、沖縄ですと、

米がだめですから、サトウキビかたばこですが、たばこ

の方がはるかに有利な作物ですから、どんどん生産をも

っとふやしたいという要望があるんですね。それに対し

てうちは、つくられたものは全量買い取り義務があるも

のですから、それをいかに抑えるかということに苦労し

ております。他方、国内においては、九州や東北ではむ

しろ老齢化──日本の農業の共通した問題ですけれど

も、老齢化が進んでくると、70歳を過ぎると、葉たばこ

の生産は非常に厳しいものですから、やめていくという

状況です。 

 そういうところに生薬の原料をやったらどうかとい

う話が渡辺先生からあって、中でもいろいろ議論したん

ですが、結局、個々の農家はそれで稼ぐわけですから、

それに対して保障でもしない限りは、強制的に植えても

らうことはできない。ただ、もうちょっといろいろ考え

ると、そういうところに、例えば、生薬をやったらこの

くらいの稼ぎになりますよという形でのことが言えな

いかなということを考えているんですけれども、少なく

ともうちが今の段階で葉たばこのかわりにそれをやっ

てもらうということは、今の段階では全く何ら根拠もな

いわけですから、しかも、それは個々の農家の家計にか

かわる話ですから、残念ながらそれは今のところはでき

 

 

 

 

 

JTによる葉たばこ

の生産の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ませんということを、この前、渡辺先生に申し上げたん

です。 

 

 

黒岩  私は勝手に、たばこは健康に悪いと言われているか

ら、この際、一気に逆転で、健康にいいものをつくって

しまおうという逆転の発想かなと思っていたんですが、

仲家さん、今のところはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

仲家  そこはいろいろな議論があるところですので。まさに

今のは、経営の展望というか、モデルを示さないと、だ

れも農家は食いついてこないというか、結局、先ほど言

いましたが、高齢化とかはあるんですが、もうからない

から若い人が入ってこない、お年寄りが、やっている人

だけは何とか自分はやるけれどもということですね。こ

れはどの産業でも同じなのかもしれません。 

 農業のような場合は、特に自然を相手にしたり、きょ

う先ほど聞いたら、生薬というのは栽培期間が非常に長

いものがある、つくり始めてから収入が安定化するまで

一定の期間がかかるので、その間はなかなか収入が入ら

ないということも想定されるわけですね。となると、や

る農家からすると、その間はどうしてくれるのか、それ

から、あと３～４年先に仮にそれがうまくいったとして

も、そのときにちゃんと予定した、ある程度想定した収

入なり経営というものができるめどがどれぐらい確か

度があるのかということがないと、現実的な問題として

食いつかないといいますか、取っかからないということ

があります。 

 ですから、この問題については、先ほど言った農村の

活性化なり、これからのビジネスチャンスではあると、

私もきょうお話を聞いていると、そう思うんですが、そ

このところを解決しないと、実際に持続的な栽培なり、

業としての持続性というものがなかなかできないので、

そこをどうしたらいいか、何が課題なのか、まさにそこ

をぜひ議論していただいて、その上でそれを国がやるべ

きなのか、民がやるべきなのか、農家がみずからやるべ

きなのか、そこの役割分担も含めて整理をしていって、

それぞれで力を、アイデアを出していくということが必

要ではないかなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続的な栽培、持続

的なビジネスのため

には何が課題なのか

議論すべき 

 

 

 

 

 

 



黒岩  ＪＲ東日本の新井副社長もいらしています。よろしく

お願いします。 

 

新井  先ほどからいろいろ多くの話が出ておりますが、今何

をしているかといいますと、東北で農業というもののな

かなかすばらしい野菜とか、そういうものがたくさんあ

るわけなので、これをどうやってビジネスベースに乗せ

るか。先ほど丹羽さんがお話しになったように、何とい

っても黒字経営ということに最大の力を注いでいかな

ければいけないのではないか。そうなりますと、何とい

っても、販路をどうつくっていくのか、あるいは物流を

どうつくるのかということだと思います。 

 もう一方で、企業はそれをサポートしていくというこ

とが非常に重要だと思っています。 

 これは都心と地方をどういうふうにつなぎとめてい

くのか。あるいは、疲弊する前に、今、手を入れなけれ

ばいけないというのは、恐らく５年ぐらいの間に地方は

もっともっと疲弊してしまう。農業をやる人さえいなく

なってしまう。土地の問題はありますが、そういう現実

をしっかりつくっていくということが大切だろうと思

います。 

 一方で、雇用をつくっていくということが、地方にと

って非常に大切であります。農業をやる雇用をつくると

いうことも大切かもしれませんけれども、先ほど６次産

業と言われましたが、工場をつくることによって、ある

いは、それを加工する場所を地方につくることによっ

て、それが達成されるのであれば、それをサポートして

いくということも、企業としては大変すばらしいことで

はないか、またやらなければならないことだろうと思い

ます。 

 今回、青森で、今その工場を間もなく、12月、１年後

にはつくろうと思っていますけれども、その中で大変感

謝を申し上げたいのは、いろいろな意味で各省の方にお

世話いただきました。従来にない非常に早い判断をして

いただきました。従来であれば、恐らくだれのところに

行きなさい、ここに行きなさい、県に行きなさいといっ

たものが、中央の省庁にかけてすぐ判断していただきま

企業の果たす役割―

―地方の活性化に対

する JR東日本の取

り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



した。そういう意味で恐らく間もなく工場が１年後にで

き上がる。これは恐らく今までにない異例な取り組みだ

と思います。これを、今、青森からいろいろなところに

展開しようとしています。ぜひこんなことをやっていく

ことが……。 

 一方で、先ほど生薬の話もありましたけれども、生薬

の話は、非常に貴重で高価であるとすれば、それはぜひ

とも農家の人たちがつくっていただくということも、一

方で大変な農業プラスアルファの部分が出てくるので

はないか。このときに、先ほど来、聞いていて、品質と

か、いろいろ言っていますが、むしろ土壌がどうだとか、

こうだとかというのであれば、それはまさに政府として

の、あるいは官庁としての指導をそこにしていただく。

でき上がったものをどう成分化するかは、まさに医療の

世界でつくって決めていけばいいではないか。そういう

問題をすべて農家側に、つくる側にもし＊＊＊＊をする

のであれば、それは本末転倒の話になってしまうという

ことだと思います。 

 こんなことをぜひ、もっともっと地方に力を置きなが

ら、農や生薬という切り口でやっていくことが、一方で

必要ではないのかなと思っています。 

 もう１つは、安心・安全という話が出ました。私たち

も間もなく60カ所ぐらいの託児所をつくろうと思って

いますけれども、その中で非常に重要なことは、食の安

全ということだと思います。そういうものを小さなお子

様たちに食べていただくことが、本当の意味で良質な野

菜だったり、果物だったり、あるいは生薬ということも、

そんな中で活用できるわけです。そういう取り組みをぜ

ひとも周知していくというか、世の中に広めていくとい

うことも、一方で省庁の役割ではないかなと思います。 

 そんなことを官民が一体となって取り組むことをぜ

ひとも考えていくことが、非常に重要なことではないか

なと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  ありがとうございます。 

 御意見はありますか。合田さん、どうぞ。 

 

合田  まず植物工場を今後ある程度やっていくとか、それを 植物工場での生薬栽



もとにして海外戦略をしていくとか、そういうことを生

薬の発展で考えたときには、私は何度か言っていますけ

れども、品質保証力だと思うんですね。植物工場での生

産は、多分、農業として土壌で植物を生産するよりは、

非常に品質保証しやすいものです。常に医薬品としての

品質保証を考えた場合には、これは利点です。医薬品の

品質保証というのは、常に有効性と安全性を保証するた

めのものです。また、品質を保証する力があって、初め

て有効性のための研究、安全性のための研究が生きてく

る。実は日本は医療用の医薬品としても漢方のエキス製

剤を長く売っていまして、多分、世界的にリードできる

分野です。少なくとも中国と比べて、圧倒的に日本がそ

のものの品質保証力を持っているんですね。ですから、

この点をキーワードにして世界に出ていくということ

は多分可能だろうと思います。 

 もう一方で、日本の中でパイを大きくするという話を

してしまうと、結局、この問題は医療費の問題が出てき

ますから、一般用でしか簡単には大きくしていけないん

ですね。それで、一般用でやろうと思ったら、付加価値

をどうつけるか。その付加価値の裏側には、また同じよ

うに品質保証力が逆に出てくるだろうと思います。だか

ら、食品だったら味とかという問題がキーワードになる

かもしれないんですが、医薬品である生薬製剤の場合に

は常に品質保証というのがキーワードで、それに基づい

てこの産業をどう発展させていくんだろうかと考えて

いくことが重要です。 

培により世界で戦え

る「品質保証力」を

つける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般用医薬品の場

合、付加価値をどう

つけるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  木内さん、どうぞ。  

木内  今のお話にちょっとつけ加えさせていただきたいん

ですけれども、国内のパイをふやすという状況ですけれ

ども、現状では、新薬の世界と違って、漢方では新しい

薬が出ない状況です。最近、ナイシトールという漢方製

剤が売れているそうですけれども、あれも、結局、防風

通聖散という昔の処方で、処方は昔から認められている

ものを、売り方を変えただけです。もっと新しい漢方を

発展させていくためには、最初に戻ってしまいますけれ

ども、結局、その有効性のエビデンスの研究をしっかり

漢方市場拡大のため

には有効性のエビデ

ンスの研究をして適

用症、応用範囲を広

げることが必要 

 

 

 

 



やって、適用症あるいは応用範囲を広げるということを

やらないと、実際の漢方自体の市場をふやす、大きくす

るということにはならないと思うんですね。ですから、

そこが１つ根本的な問題ではないかと私は思います。 

 

 

 

 

黒岩  話を聞いていると、国家戦略が必要なのかなという気

が非常にしてくるんですが、そんな中で、例えば、韓国

で紅参（コウジン）というのがありまして、朝鮮人参と

いうのは大体黄色いですけれども、あれの赤いものです

ね。それをやっている人と、この間、会ったんですが、

何と韓国では専売公社なんですね。紅参というのは非常

に質の高い朝鮮人参らしくて、６年ぐらいかかるんです

かね。それで、ほかの、いわゆる普通の朝鮮人参とは圧

倒的に差別化するために、政府が肝いりで専売公社をつ

くっていて、完全に管理して、絶対大丈夫だという紅参

を、まさに韓国の戦略的な商品として出している。「正

官庄」というので、韓国のお土産でも今一番人気のよう

であります。 

 だから、国がやるべきこと、戦略を持って、ここだけ

は徹底的にやるんだということを見せていく、そして、

あとは市場原理をどこまで入れていくのか、そういうグ

ランドデザインを書くことが必要かなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 丹羽さん、どうぞ。 

韓国の「紅参」の国

家戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹羽  生薬というものが人間の健康のために必須の１つの

資源であるとするなら、これを自然に任せるのではなく

て、安定した供給源の確保ということが一番問題だと思

うんですね。そのためには、例えば、薬価基準や薬価制

度を見直さなければいけない部分もあるかもしれない

し、あるいはまた、おっしゃったように、安全・安心は

物すごく重要なテーマです。それを踏まえながら、どう

やって供給源を安定した形で確保するかということが

国益であろうし、医薬業界にとっても非常に重要なテー

マだろう。今のままほうっておくと、どんどん希少化と

いいますか、レアメタルみたいに取り合いになってしま

う。だから、生物多様性の問題も出てくる。 

 ということなので、そのために何をするか、そのため

生薬資源の安定確保

のために何をするべ

きか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



に研究段階で税金でどういう補助をしていくか、そうい

うことをこの会としては提言していく必要があるので

はないかと思うんですね。そのためには、日本国民の健

康、安全のためにも、こういう保険料を払ってこの研究

をしていくべきだということが必要で、そのための１つ

として植物工場もあるかもしれない。それは、おっしゃ

るように安心・安全、それから、生薬の要素を研究して、

それを人工的にやっていくというのは物すごく難しい

と思います。簡単ではないと思いますが、そういうのに

着手をする。そういうことだろうと思います。 

 それから、薬価を見直さなければいけないというの

は、今でも新薬はほとんど日本ではやれません。薬品メ

ーカーさんは研究しない。やっても、研究開発費に見合

うような薬価がつかないんだから、海外でやって、どん

どん研究機関も、新薬のパテントも、全部海外でとるよ

うにしています。だから、そういう制度は見直さなけれ

ばいけない。 

 いろいろな総合的な問題を含んでおりますが、それを

やるときりがないので、生薬の資源安定確保ということ

で、どういうことを日本がこれからやっていったらいい

かということだろうと私は思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  きょうこの議論の中でも、生薬の安定確保のためにど

うすればいいかということで、３つ大きな選択肢があ

る。１つは、休耕田をつかっていろいろつくっていこう

ということもある。植物工場でやっていくというのもあ

るだろう。また、安永さんがおっしゃったバイオという

技術を使ってやっていく。どの生薬はバイオで、どれは

植物工場でという、その仕分けをやらないと、下手をす

るとお互いに食い合いをしてしまうような気がするん

ですが、安永さん、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安永  先ほどお話ししましたが、確かにすみ分けるというの

は、先ほど地域の個性化、ブランド化ということでも申

し上げましたが、生薬でやるについて、もう何回も出て

いることですが、流通の整備と取引の品質基準、格付、

これがないと、どういう形で取引できるのかということ

で、非常に問題があります。 

流通の整備と取引の

品質基準、格付 

 

 

 

 



 それから、先ほどから期待していますが、省庁間の規

制を撤廃しながら、あるいは緩和しながら、総合力を発

揮するという方向だと思うんです。 

 我々は、今から時間をかけても、適地生産、あるいは

バイオに向いた生薬、あるいは植物工場でやれるもの、

あるいは逆に、生薬は基本的に気候と土質によってでき

るものですから、本来的には人工的な肥料になじまな

い、あるいは農薬になじまない、こういった背景がある

んですが、それを乗り越えるもので、有効成分を解明し

て、これだったらいいのではないかとか、そういう形の

生薬づくりも期待できます。 

 したがって、いい機会ですから、時間もかかる大変な

ことですが、そういう格付や取引の環境整備、こういっ

たものをぜひお願いしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  いかがでしょうか。 

 では、杉本さん。 

 

 

杉本  そうですね。まず、今回、まさに農林水産省と植物工

場の推進に伴っていて、今後の部分でも、基本はまずビ

ジネスベースで展開できるような環境整備をしていき

ましょうと。そのときに私たちも特に関心を持っている

のは、そういう部分で、食だけだとまだ高付加価値化の

ところで限界がある部分を、医薬みたいな部分で、それ

が将来的により高付加価値化につながっていくような

ものがあれば、そういったものもまさに対象にして、何

とか植物工場の推進につなげていければなという問題

意識を持っています。 

 そのときに、まずその発想からすると、「生薬、先に

ありき」ということではない部分もあります。ただ、生

薬については、今議論を聞いていましても、国にとって

自給率を高めたり、そういう部分の戦略があったりはす

ると思うので、そういうところを厚生労働省さんも、ま

さに生薬をどうしていくんだという医薬の観点からの

発想があったりすれば、当然、ツールとして植物工場も

有効なツールなのであれば、そこでまさに厚生労働省さ

んとお話をすることによって連携の余地はあり得るの

かなと。 

農林水産省との連携

で植物工場を推進。

今後は医薬などを対

象として高付加価値

化しつつビジネスベ

ースで展開するため

の環境整備。厚生労

働省との連携の余地

も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ただ、今、私たちが農水省さんとやっているのは、ま

さにビジネスベースで回るために何とかそういうとこ

ろで潜在的に医薬などでもトライするようなところが

あればというところで、なるべくそういう問題意識を持

って、そういう研究開発余地があれば、そういったとこ

ろを深掘りできればなと思っています。もしも生薬がそ

ういった観点で、なかなか国にとっては重要だけれど

も、高付加価値化には限界があるということであれば、

ただ、国益の観点から重要だという部分も、当然、政策

的な分野としてあると思うので、厚生労働省さんがまさ

にそういう問題意識を持って私たちと連携しようとい

うことであれば、またツールとして私たちも考えられる

部分は考えていくのかなという流れかと思っておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  木内さん、どうぞ。  

木内  いろいろな問題点があると思うんですけれども、１

つ、まず今の医療用漢方製剤の原料としての生薬という

ところを考えた場合には、私もその辺は詳しくないんで

すけれども、ほとんど自由市場という性格はないんだろ

うと思うんですね。製剤メーカーさんが、国内栽培のも

のでも、多くの場合、契約栽培という形をとっていて、

つくってもらった分を買い上げるという形になってい

ると思うんですね。ですから、ただつくったら売れると

いう市場は、保険適用製剤が主ですけれども、その原料

としての生薬という意味では、そういう市場は余りない

ということだと思うんです。ですから、そこを１つ考え

る必要がある。 

 それから、先ほど渡辺先生もおっしゃいましたよう

に、海外に出ていくとか、そういう観点からの利用であ

れば、それはそれでまた展開の方向はあるだろうと思い

ます。 

 もう１つは、多くの生薬は薬局方で規格が決まってお

ります。それについては、ほとんど自然のものを念頭に

置いておりまして、形態から何から細かい規定がござい

ます。そういうところでは、特に（細胞）培養などでつ

くったものは、今のところ生薬自体としては使えないだ

医療漢方製剤の原料

としての生薬に市場

は少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外進出する場合の

ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 



ろう。成分をとるのには使えると思いますけれども。 

 植物工場でつくったものは、基本的には植物ですから

使えると思うんですけれども、先ほども申し上げました

ように、成分的なものなどの同等性をしっかり考えてや

っていかなければいけないということで、まずは過去の

生薬の品質──格付というお話がありましたが、結局、

それは品質評価だと思いますので、その方法なりをきち

っとまず研究をする。それから、先ほど私が申し上げま

したように、実際に国内で栽培するために必要となる種

苗の確保ですね。もともと日本になかったものも国内に

導入されているものがあって、古い時代に導入されたも

のは、生物多様性条約にとりあえずはひっかからないか

なというものがございますので、そういったもののしっ

かりした保存と栽培法の研究というところをまずやる

必要があるのではないかと思います。 

 

まずは、過去の生薬

の品質評価の研究と

国内栽培に必要な種

苗の確保が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  いろいろな意見が出ましたが、きょうは生薬をどう確

保するかということでずっと話をしてきたのでこうい

う流れになっているんですが、私の頭の中で常に反復し

ながらもとに戻っているのは、漢方というのはそもそも

何なのかというところです。漢方薬の話だけに突っ走っ

たら、ちょっと違うのではないかというところがずっと

あるので。第１回目のときに話をしていただいた劉影先

生が──天野暁先生ですが、提起されていました医食同

源ということですね。生活の中の養生医学が基本的に漢

方であるということですから、そこのところは忘れては

いけないなとずっと思っているんですね。 

 例えば、この研究会の私にとっての原点になったの

は、前にも言いましたが、私の父親の肝臓がんが消えた

という体験、中国の漢方と西洋薬の融合によって消えた

というときに、ある種、象徴的だったのが、長芋を蒸し

て食べてくださいというところから始まったんですね。

長芋を蒸して食べてくださいというのは何だといった

ら、長芋を干したものが山薬という生薬です。これをど

うやって飲むかというと、煎じて飲む。その長芋を蒸し

て食べるのと実は同じ効果ですということで、そこから

始まった。だから、漢方薬だけの話ではなかったという

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ところです。 

 そういうことからするならば、食ということに対し

て、まさに医薬的な効果みたいなものはたくさんある。

それがまさに医食同源の中国漢方の基本的な哲学、考え

方だというところを考えたときに、長芋をつくってその

まま売るということも、実はとても重要な、ある種、漢

方薬を売っているのと同じような効果がある。それをま

た加工して生薬として使うということも構わないだろ

う。その辺の情報にだれでもがアクセスできて、みんな

が自分の中で、食の中で改善していくことができるよう

な、そういう情報の基盤づくりも同時に進めていくべき

なのかなということも感じました。 

 この点についていかがでしょうか。もし御意見があれ

ば。丹羽さん、どうぞ。 

 

食の医薬的な効果に

関する情報の基盤づ

くりが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹羽  長芋というのは、日本から輸出される生鮮食品、農産

物の中で２番目ぐらいです。ほとんど台湾と香港に

100％近く行っているんですね。それは、黒岩さんのお

っしゃるようなことを考えて、台湾と香港の中国の方が

医食同源で食べておられるのではないかと思うんです。

そういうように、別に薬品だけに偏る必要はないので、

健康食品的な形に生薬というものが利用されていると

いうことは、日本でもたくさんあると思うんです。そう

いう広い目で生薬資源というものを考えていくべきだ

と思うんです。 

 それで、薬品というようなところまでくる非常にレア

なものについては、将来の日本国民の健康ということか

らいって、それをどのように確保していくかということ

だろうと僕は思います。そうすると、さまざまな問題が

入ってくる。医食同源のその非常に底辺の広いところ、

それはやはり生薬の原料というものが医食同源の始ま

りにある。それをずっと進めていくと、リファインして

いくと、薬品になっていく。その１つの流れの中で、こ

の会が提言をいろいろされていくという基本的な考え

方に私も賛成であります。 

医食同源的な広い視

点で生薬資源を考え

るべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  ありがとうございました。 

 このあたりまで含めて、渡辺さん、そろそろ提言をま

 

 



とめていきたいと思うんですが。  

 

渡辺  やはり生薬の確保は国益に資するものであると。きょ

うのお話の中で、地域振興の新井副社長の話もありまし

たけれども、地域振興と生薬栽培というようなお話、そ

れから、安永さんのバイオからの生薬産業、あるいは、

植物工場というようなソリューションがあるんですけ

れども、どういう生薬がどういう解決策に適しているか

というもの、それから品質の保証、こういったものがい

ろいろな省庁にまたがっている。そうしますと、いろい

ろな省庁と連携するような、民間も含めた官民連携で学

術連携のグランドデザインが書けるような仕組みをつ

くるということの提言ということでまとめたいと思い

ます。 

民間も含めた官民連

携で学術連携のグラ

ンドデザインをつく

る仕組みを 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩  まさにきょうは皆さんの非常に活発な御意見の中で、

私も次々自分の中で目が見えてくる、視野が広がってく

るという感じがしたんですが、まさに国家戦略が必要だ

なということを痛感しました。例えば、今、日本の抱え

る課題を、こういうことを１つの軸にしながら解決して

いく。例えば、地域が疲弊している、休耕田もいっぱい

あって、農業は衰退しようとしているといったときに、

例えば、こういう生薬というものを１つの起爆剤として

地域を振興させる材料にできないかといったときに、そ

ういうノウハウはどう積み重ねていけばいいかという

のもある。それから、植物工場という日本型の技術を使

った中で、まさに新しい生薬を工場の中でつくっていく

といった戦略的商品をつくっていく。それから、日本の

お得意のバイオ技術を使った新しい形によるもの。冬虫

夏草は本当は物すごく高いですね。私の父親も使ったん

ですが、こんなちょっとで万円です。それぐらい高価な、

高価な冬虫夏草ですけれども、それを日本のバイオ技術

によって非常に安くつくっていけるとなったならば、ま

さにこれは国際的な戦略商品になるということになる

ならば、成長産業はいかにと言っている鳩山政権の中に

おいて見れば、こういうことも非常に大きな成長戦略の

中に位置づけられるのではないか。 

まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 そういったときに、どういう体制をとるべきなのか。

きょうは経済産業省と農林水産省の連携という話も聞

きましたが、まさにここには、当然、厚労省も入って、

医食同源で言っている話の中で医が入っていないとい

うのはおかしな話でありますから、そういう国家的なプ

ロジェクトという形で進めていってもらいたいという

ことで、提言をまとめていきたいと考えています。 

 きょうは生薬について議論しましたが、次は２月８

日、国際戦略です。きょうも実はそういう部分にちょっ

と触れたんですが、次回はＩＳＯをめぐる中国、韓国の

すさまじい攻防、その中で日本はどう生き延びていくの

か。そこのところがしっかり生き延びていけないと、き

ょう言ったことも、実はせっかくのチャンスをみすみす

逸してしまうということにもなりかねないということ

がありますので、また改めて議論したいと思います。 

 きょうはありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

次回の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


